
物品購入請書 新旧対照表 

新 旧 備考

（最終改正 令和 3（2021）年 9月 29 日適用） 

物品購入請書 

年   月   日

（発注者） 

松川町長 宮下 智博 様 

（受注者） 

住   所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 松川町で使用する物品等を納入することについて、裏面の契約事項を承諾し、確実に履行することを誓

約してお請けします。 

記 

１ 業 務 名 

２ 品名、規格・型式等、数量及び契約金額 

品名 規格・型式等 
数量（単

位） 
単価（円） 金額（円） 

上記に係る消費税及び地方消費税の額 

契     約     金     額 

３ 納入期限      年   月   日まで 

４ 納入場所 

５ 契約保証金  契約金額の100分の10とし、その納入は免除とする。 

なお、この契約を履行できなかったときには、契約保証金に相当する額を納入します。

請   書 

年   月   日

（発注者） 

松川町長 宮下 智博 様 

（受注者） 

住   所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 松川町で使用する物品等を納入することについて、裏面の契約事項を承諾し、確実に履行することを誓

約してお請けします。 

記 

１ 業 務 名 

２ 品名、規格・型式等、数量及び契約金額 

品名 規格・型式等 
数量（単

位） 
単価（円） 金額（円） 

上記に係る消費税及び地方消費税の額 

契     約     金     額 

３ 納入期限      年   月   日まで 

４ 納入場所 

５ 契約保証金  契約金額の100分の10とし、その納入は免除とする。 

なお、この契約を履行できなかったときには、契約保証金に相当する額を納入します。

収 入

印 紙
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（契約事項） 

第１条 受注者は、この契約事項に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

２ 受注者は、物品の納入に関する一切の事項を処理し、また、それらについて発注者の指示があれば

その指示に従うこと。 

第２条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様

とする。 

第３条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に

供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

第４条 受注者は、天災その他やむを得ない事由により、納入期限までに物品の納入を完了する見込みが

なくこれを延長しなければならないときは、その理由を明らかにして、発注者に納入期限の延長を請求

することができる。

第５条 発注者は、納品後直ちに検査を行う。受注者は、検査の結果、発注者から修補等を要求されたと

きは、指定された期間内にこれを行い、完了したときは更に検査を受けること。 

２ 前項の検査に合格した日をもって物品の引渡しを行う。 

第６条 物品の所有権は、前条第２項の引渡しを受けたときに受注者から発注者に移転する。 

第７条 物品について、第５条の検査が完了する前に滅失、損傷その他の損害（以下「滅失等」という。）

が生じた場合には、当該滅失等は、それが発注者の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、受

注者の負担とする。 

２ 発注者及び受注者の責めに帰することができない事由によって前項の滅失等が生じ、これにより受

注者がその債務を履行できなくなった場合には、発注者は物品に係る代金の支払いを拒むことができ

る。 

第８条 発注者は、第５条の検査に合格した後において、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に

契約代金を支払うものとする。

第９条 この契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、契約代金の支払い

を遅延したときは、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号。次項において「支払遅延防止法」という。）第８条

第１項の規定により決定する率を乗じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であ

るときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、受注者が納入期限内に物品の納入を完了することができない場合において、契約金額に

つき遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定する率を乗

じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全

額を切り捨てる。）の支払いを受注者に請求することができる。 

第 10 条 発注者は納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、適合しないことを知った日から１年以内に、次

の各号に定める権利のうち一つ又は複数の権利を選択し、行使することができる。なお、発注者は、受

注者に対して第４号に定める権利を行使する場合には、民法第 563 条第 1 項にかかわらず、事前に相当

の期間を定めて第１号に定める履行の追完を催促することを要しない。 

(1) 物品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し（以下「履行の追完」という。）。なお、受注者は、

民法 562 条第 1 項但書にかかわらず、発注者の請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求

することはできない。 

(2) 契約不適合により発注者が被った損害の賠償請求 

(3) 契約の解除 

(4) 代金の減額の請求 

第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者の責めに帰すべき事由の有

無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく、直ちに、この契約を解除することができる。な

お、この解除は、発注者が受注者に対して損害の賠償を請求することを妨げない。 

(1) この契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその解消を催促したにもかかわらず、そ

の期間内に解消されないとき。 

（契約事項） 

１ 受注者は、この契約事項に従い、日本国の法令を遵守し、表記の契約金額をもって、表記の修繕を表

記の工期までに完成すること。 

２ 受注者は、現場の取締り、その他修繕に関する一切の事項を処理し、また、それらについて発注者の

指示があればその指示に従うこと。 

３ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とす

る。 

４ 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供す

ることができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

５ 受注者は、天災その他やむを得ない事由により、工期までに完成の見込みがなくこれを延長しなけれ

ばならないときは、その理由を明らかにして、発注者に工期の延長について届け出ること。

６ 受注者は、目的物の引渡し前に、目的物、材料等について生じた損害又は修繕の施行により生じた損

害について、発注者の責に帰すべき事由により生じたものを除きその損害を賠償すること。また、修繕

の施行に伴い、第三者に損害を及ぼした場合についても同様とする。 

７ 発注者は、修繕完成の通知を受けたときは、その日から 10日以内に検査を行う。受注者は、検査の結

果、発注者から修補等を要求されたときは、指定された期間内に修補を行い、完了したときは更に検査

を受けること。 

８ 発注者は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約代金を支払う。なお、契約代金の支払

いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256 号。次項において「支払遅延防止法」という。）

第８条第 1 項の規定により決定する率を乗じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未

満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）の支払いを発注者に請求することができる。

９ 受注者の責に帰すべき事由により工期内に修繕を完了することができない場合において、発注者は、

契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定す

る率を乗じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は

その全額を切り捨てる。）の支払いを受注者に請求することができる。 

10 発注者は、目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して目的物引渡しの日から 1 年間は、その瑕疵の

修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、

目的物が金属造、コンクリート造又はこれに類する堅固な建物若しくは機械設備その他土地の工作物で

ある場合は、この期間を２年とする。なお、瑕疵が重要ではなくかつその修補に過分の費用を要すると

きは、発注者は、修補を請求することができない。 

11 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除する

ことができる。 

(1) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。 

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に修繕を完
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(2) 債務の全部又は重要な一部の履行が不能であるとき。 

(3) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時業務の受注契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

暴力団員であると認められるとき。 

   イ 受注者が自ら契約するに当たり、その相手方が暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下この号において同じ。）、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ウ 受注者が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者である者を受注者が自ら行う契約の相手方とし

ていた場合（イに該当する場合を除く。）に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注

者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者が、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他従業員が刑法（明

治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したときに該当するとき

は、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発

注者はその賠償の責めを負わない。 

第 12 条 前条第 1 項に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前

条に規定による契約の解除をすることはできない。 

第 13 条 発注者又は受注者は、相手方がこの契約に違反したことにより損害を被ったときは、自己が被っ

た損害の賠償を相手方に請求できる。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 100 分の

10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によ

って受注者の債務について履行が不能になったとき。 

第 14 条 契約事項に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者において協議して定め

る。 

成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 

(4) 前各号のほか、この契約事項に反し、その違反によってこの契約の目的を達成することができない

と発注者が認めたとき。 

(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員（役員とし

て登記又は届出をしていないが実質上経営に関与している者を含む。）又はその支店若しくは常時業

務の受託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 受託者が自ら契約するに当たり、その相手方が暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下この号において同じ。）、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

ウ 受託者が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者である者を受託者が自ら行う契約の相手方としてい

た場合（イに該当する場合を除く。）に発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこ

れに従わなかったとき。 

12 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10分の１に相当する

額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

13 受注者は、修繕の施行に当たり、不当介入等（暴力行為、脅迫行為又はこれに類する行為、威圧的又

は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為、正当な理由なく面会を強要する行為、正当な権利行使を仮装

し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、その他秩序の維持、安

全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為をいう。）を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を

速やかに発注者に報告するとともに警察に届け出なければならない。また、警察の捜査に協力しなけれ

ばならない。 

14 請書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者において協議して定める。 


